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１．「歩いて楽しいまちなか戦略」 とは・・・
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50年後，100年後も，すべての人を魅了するまちであるよう，

「歩いて楽しいまち」を創出する。

賑わい創出

交通環境改善 徒歩と公共交通が主役となる交通環境

魅力的な空間形成
歴史的都心地区にふさわしい，魅力的で秩序ある
都市空間の形成

歴史的都心地区のポテンシャルを活かした魅力・活力

安全・安心

賑わい 快適性



２．四条通におけるこれまでの取組

(1) 四条通歩道拡幅事業（平成２７年１０月工事完了）
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【整備区間】 四条通（烏丸通～川端通間）延長１，１２０m，幅員２２m

【整備内容】

ア） 歩道の拡幅

イ） テラス型バス停の導入とバス停の集約

ウ） 沿道アクセススペース及びタクシー乗場の設置

ア

イ

ウ

ア

イ

ウ



【移設前】 【移設後】

歩いて楽しい「まち歩きギャラリー」が誕生

地上機器美装化の状況

※地上機器は電気を安全に供給するため
の設備で，無電柱化の際に設置

※一部の地上機器は，地下埋設物等が支
障となり，電力桝が設置できないため，
横断防止柵付近からやや離れた位置又
は歩道中央付近に存置

磁器板による美装化
⇒四条繁栄会商店街振興組合及び

京都市立芸術大学の協力のもと，
洛中洛外の四季の移ろい等を表現

丸みのある台座による安全対策
⇒視認性の向上と歩行者が接触した場合の衝突軽減

歩道拡幅に伴い歩道中央付近に
残った地上機器を移設

【磁器板デザインの一例】

歩道拡幅事業完了

地上機器
↓

地上機器
↓

(2) 四条通歩道拡幅事業に伴う地上機器の移設と美装化
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■地上機器の移設 ⇒ 平成３０年６月完了

■地上機器の美装化 ⇒ 平成３０年８月完了

地上機器美装化お披露目会の
様子（平成30年9月3日開催）



(3) 四条通地下道活性化事業
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 四条通地下道の更なる活性化に向け，持続的な活性化方策及び適切
な管理のあり方等について，引き続き検討

平成３０年度 令和元年度 令和２年度

明治150年記念みんなの写真展
パネル展「京都と皇室の軌跡
～平成から令和へ～

KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭
SATELLITE EVENT KG+2020

未来の京都・四条 児童絵画展
祇園祭創始１１５０記念「市民公募
写真展」

京都・グアダラハラ姉妹都市提携
４０周年記念パネル展示

『天才アートがやってきた！
～公共空間にアートの彩り！』

「平成最後の日～その日京都で
～」写真展

コロナと戦う人々の肖像写真展
「マスク時代の肖像」

『天才アートがやってきた！
～公共空間にアートの彩り！』

『天才アートがやってきた！
～公共空間にアートの彩り！』

＜四条通地下道概要図＞
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３. まちなかの細街路におけるこれまでの取組

【整備方針】

➢ 走行空間の優先順位： 「歩行者＞自転車＞自動車」

➢ 安心でゆとりある歩行空間の確保

➢ 自動車の走行速度の抑制

➢ 自転車の交通秩序の整序化を実現

【具体的な整備内容】

ア） 路側線の引き直しとカラーラインの設置

イ） ゾーン出入り口での対策

ウ） 三条通でのカラー舗装等の実施

ア

イ

ウ

信号機の撤去 薄層カラー舗装 小舗石舗装

(1) 「歩いて楽しいまちなかゾーン」の整備
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(2) 「歩いて楽しいまちなかゾーン」進捗状況

【これまでの経緯】

堀
川
通

時期 実施内容

23年度 高倉学区における
実証実験

24年度～
26年度

歴史的都心地区の
整備完了（ゾーン④）

26年度～
29年度

整備範囲を広げて
実施（ゾーン③，⑥）

30年度 ゾーン②，③，⑤におけ
る整備

令和
元年度

ゾーン③完了
ゾーン⑤に着手

令和2年度 ゾーン①②に着手 ⑤ ⑥

平成30年度
着手箇所

平成27年7月
完了

平成29年8月
完了

御池通

丸太町通

四条通

五条通

烏
丸
通

②
令和2年度～令和3年度

実施予定箇所

平成30年度
着手箇所

平成26年度
実施箇所

令和元年度完了

平成23年度
実証実験箇所

平成25年3月
完了

平成26年6月
完了

④

令和元年度～令和3年度
実施予定箇所

①

③ 河
原
町
通

（歴史的都心地区）

令和2年度～令和3年度
実施予定箇所

【整備状況】
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＜新型コロナウイルス感染症拡大前のまちなかの姿（～令和元年まで）＞

・ まちなかの歩行者数が増加！（整備前と比べて約２割増）

・ まちなかの交通事故件数が減少！（５年前の約４分の１に）

・ まちなかの交通量減少に伴い，一酸化炭素（ＣＯ）濃度が減少！

（７年間で半減）

・ まちなかの地価が上昇！（中京区の商業地では，５年間で１.８倍）

＜現在のまちなかの姿（新型コロナウイルス感染症拡大後）＞

・ まちなかの歩行者数が大幅に減少！（前年の約３分の２に）

（特に，京都府外や京都府内（京都市以外）からの人出が減少）

・ まちなかの交通量が減少！（前年と比べ，１日あたり１,０００台減）

・ 交通量の減少等により，市バスの平均運行時間は

設定時間を下回るケースが増加

４．まちなかの現状
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＜１ 賑わい＞ まちなかの歩行者数（① 四条通）

図 四条通の歩行者数の変化

※四条繁栄会商店街組合からの提供データをもとに，京都市で集計したもの
※平成２７年９月に歩行者カウンターのセンサー範囲を拡幅後の歩道まで拡大
※歩行者カウンターの不備等により正確に測定できていない日は集計から除外している
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• 四条通の歩行者数は拡幅整備後，増加傾向であったが（コロナ前：整備前比約２割
増），新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受け，令和２年は大幅に減少し，前
年比３３．５％減（整備前比１９.２％減）となった。

整備前（平成２５年１１月～平成２６年１０月） ： ２３.２千人／日

整備後（コロナ前 平成３０年１１月～令和元年１０月） ： ２８.２千人／日（整備前比：２１．４％増）

整備後（令和元年１１月～令和２年１０月） ： １８.８千人／日（前年比：３３.５％減(整備前比：１９．２％減)）



H21年 H22年 H23年 H24年 H25年 H26年 H27年 H28年 H29年 H30年 R1年 R2年
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＜１ 賑わい＞ まちなかの歩行者数（② まちなか）

• まちなかの各通りの歩行者数についても，平成２５年（四条通歩道拡幅整備前）比で

２割程度減少している。

※各商店街振興組合からの提供データをもとに，京都市で集計したもの
※歩行者カウンターの不備等により正確に測定できていない日は集計から除外している

図 まちなかの歩行者数の変化

＜Ｈ２５（１月～１２月）の年間平均値を１００％として，各年次の年間平均値と比較したもの＞

基準年（平成２５年）
四条通歩道拡幅整備前
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＜１ 賑わい＞ まちなかの滞在人口（居住地別）

• 四条河原町周辺では，緊急事態宣言が発出された昨年４月以降，京都市以外からの

人出が大きく減少している。

図 阪急京都河原町駅周辺の人出の変化（R1→R2）

資料：V-RESAS（株式会社Agoopの流動人口データを用いて、人の動きや流れを時間帯別に把握できるような可視化したもの）
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＜R１年（１月～１２月）の同週の値を１００％として，R２年の人出を比較したもの＞
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※ スマートフォンのアプリから取得した位置情報データを
株式会社Agoopが独自技術で解析し,推定した居住地
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＜２ 交通＞ 四条通の交通量 整備前後（Ｈ１８－Ｈ２７）比較
１２時間交通量の変化（平日・７時台～１９時台・東西方向）第８回資料より抜粋

四条大橋西側断面

H18 14,035台/12h

H27 8,749台/12h

調査日：平成18年10月３日（火），平成27年11月11日（水）

四条烏丸東側断面

H18 14,455台/12h

H27 8,556台/12h

四条河原町西側断面

H18 14,191台/12h

H27 8,460台/12h

四条河原町東側断面

H18 13,341台/12h

H27 8,344台/12h

41％減少 39％減少 37％減少 38％減少

• 四条通の自動車交通量は，歩道拡幅整備前の平成１８年と整備直後の平成２７年

比較で，約４割減少している。

御池通

四条通
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＜２ 交通＞ 四条通の交通量（令和元年と令和２年の比較）

• 令和２年の交通量は，前年と比べて年間で約３６万９千台，１日あたり１,０００台
程度減少（約７％減）した。

• 東行に比べて西行の交通量の減少率が大きい。

① ＜1日平均交通量＞ 四条富小路東詰め （東行き）

R1 R2 増減 対前年比

6,863台 6,486台 377台減 94.5%

② ＜ 1日平均交通量 ＞ 四条麩屋町西詰め （西行き）

R1 R2 増減 対前年比

7,424台 6,755台 669台減 91.0%

図 四条通の交通量
資料提供：京都府警察本部

★ ＜1日平均交通量＞東西計

R1 R2 増減 対前年比

14,287台 13,241台 1,046台減 92.7%

★ ＜年間交通量＞ 東西計

R1 R2 増減

5,214,105台 4,845,040台 369,065台減

①東行き

②西行き

① ＜年間交通量＞ 四条富小路東詰め （東行き）

R1 R2 増減

2,504,496台 2,373,138台 131,358台減

② ＜ 年間交通量 ＞ 四条麩屋町西詰 （西行き）

R1 R2 増減

2,709,609台 2,471,902台 237,707台減



1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

①四条富小路
   東詰め（東行き）

97.8% 99.3% 100.8% 86.2% 72.4% 89.5% 96.5% 93.2% 97.2% 100.9% 99.8% 98.9%

②四条麩屋町
   西詰め（西行き）

97.0% 97.9% 97.3% 81.3% 70.4% 85.0% 93.3% 91.0% 92.8% 95.2% 95.6% 94.2%

60%
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90%
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①四条富小路東詰め（東行き）

②四条麩屋町西詰め（西行き）
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＜２ 交通＞ 四条通の月別交通量（令和元年と令和２年との比較）

• 令和２年の交通量は，緊急事態宣言下の５月に前年より３０％程度減少したものの，

それ以降は概ね前年比９５％前後で推移している。

図 四条通の交通量の変化
資料提供：京都府警察本部

＜ R１年（１月～１２月）の同月の１日あたりの値を１００％として，R２年の交通量を比較したもの＞
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＜２ 交通＞ 市バスの平均運行時間

15図 四条通の整備区間を通る市バスの平均運行時間
区間 ： 四条堀川交差点～祇園交差点 集計時間帯 ： 15時台～18時台

＜東行＞

歩道拡幅前
平均運行時間

17分

歩道拡幅前
平均運行時間

15分

歩道拡幅前
平均運行時間

16分

歩道拡幅前
平均運行時間

15分

歩道拡幅前
平均運行時間

19分

＜西行＞ 歩道拡幅前
平均運行時間

20分

設定時間
15分

歩道拡幅前
平均運行時間

18分

設定時間
15分

設定時間
15分

設定時間
15分

• 交通量が減少した４月，５月の市バスの平均運行時間は設定時間（１５分）を大幅に

下回るケースも見られるが，秋の観光シーズンでは，前年よりは改善しているものの，設定

時間を超えているケースがある。
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• 四条通整備区間周辺の鉄道駅の乗車人数は，整備前（平成２５年度）と比べて

１０．９％増加している。（※令和元年度時点）

＜２ 交通＞ 公共交通による来訪者数

16図 四条通整備区間周辺の鉄道駅乗車人数の推移

※平成28年度に一部事業者の算定方法に変更があった
資料：京都市調べ
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＜３ 環境＞ 一酸化炭素（ＣＯ）の濃度
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• 四条通における一酸化炭素（ＣＯ）濃度の年平均値は，四条大宮に比べ四条河原町

の方が減少傾向が顕著となっている。（※平成３０年度時点）

図 一酸化炭素（ＣＯ）濃度（年平均値）

一酸化炭素濃度は非分散形赤外線吸収法による測定の結果
資料：京都市



＜４ 安心・安全＞ 交通事故件数の推移
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交通事故の発生件数（人と車両）
R２.１.１～ R２.１２.３１ １４件

• 歩いて楽しいまちなかゾーンの整備（歩車分離）等により，歴史的都心地区内における

人と車両が関係する事故の件数は減少傾向にある。

資料提供： 京都府警察本部

26

17 16
14

10
6

14

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

事故の発生件数（歴史的都心地区内）

人と車両の事故

＜事故発生件数の推移＞

令和2年は増加（前年＋８件）したものの，事故発
生件数は減少傾向にある

平成26年 26件 → 令和2年 14件（46％減）
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＜４ 安心・安全＞ 放置自転車の現況
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• 京都市における自転車の放置台数は大きく減少しており，平成１９年度と比べて

約９９％減となっている。

図 自転車の放置状況

※１０～１１月の晴天の平日，概ね午前11時時点において，市内各駅のうち１駅における放置台数が１００台以上の駅を
集計対象に放置台数を集計した値

資料：京都市

約９９％減少
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資料：令和２年地価公示（国土交通省）

＜住宅地＞ ＜商業地＞

＜５ 地域の価値＞ 地価公示価格の推移
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• 中京区と下京区における地価公示価格は，市内平均を上回る伸び率を示している。

（※令和２年１月１日時点）

図 中京区及び下京区における地価公示価格の変化（左：住宅地，右:商業地）
（H26の年間平均値を1.0として，比較したもの）
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５．令和２年度の主な取組について

（１）まちなかへの車両流入抑制対策

〇デジタルサイネージを活用したパーク＆ライドの利用促進

＜掲出場所＞

JR宇治駅，亀岡駅，長岡京駅，嵐電嵐山駅，西院駅，けいはんな記念公園等「京都スマートシティ推進協議会」

所有の14箇所，運転免許試験場（羽束師，京都駅），木津警察署など

掲出の様子

〇迂回誘導看板，電光掲示板の設置及び国道情報板を活用した周知 【通年】

掲出箇所を昨年度から大幅に拡充（R1 ：3箇所→R2 ：22箇所）



② 物流の整序化の考え方

① 物流の整序化の目的
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「歩いて楽しいまちづくり」を進め，賑わいを創出する

誰もが安心・安全で快適に歩ける歩行空間を確保しながら，
地域活動や普段の生活に欠かすことのできない「物流」を機能させる

◼ 物流車両の路上駐停車は，荷主（店舗等）の依頼に
応じて荷物を配達する際に発生する

◼ まちなかの物流環境をより良くするためには商店や
物流事業者などの関係者が協力し合い，「物流の
構造に対する理解」を深め，「まちへの気遣い」を継
続させていくことが重要

京都市

物流
事業者

駐車場
事業者

商店街
（店舗）

連携しながら
物流対策を実施

③ 物流の整序化に向けた取組方針（令和２年度）

取組方針１：地域全体でまちなか物流の改善に向けた問題意識を共有

取組方針２：社会的な物流量の増加を見据えた物流荷捌き環境改善の検討

取組方針３：駐車禁止規制が緩和された路線（区画）をさらに活かすための取組を推進

（２）物流の整序化に向けた取組



④ 令和２年度 主な取組内容
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取組名 取組対象 取組内容

【取組方針１に対応】

まちなか物流に関する

アンケート調査

令和2年11月24日（火）
～12月21日（月）

京都商店連盟中京東
支部所属 商店街加盟
店舗

商店街店舗の物流に対する意識の向上を目
指し，納入・出荷状況，まちなか物流の問題
意識などを調査

回答者の負担軽減のため，スマートフォンや
パソコンを用いてインターネット上で回答する
WEBアンケート方式を採用

※スマートフォンやパソコンに不慣れな方のために今
年度は紙の調査票も同時に配布

【取組方針２に対応】

トラックドライバーに

対するWEBアンケート調査

令和2年8月1日（土）
～8月31日（月）

京都府トラック協会加
盟事業所のドライバー

路上荷捌き環境の改善を目指し，運送事業者

の現状や配送時の道路空間の利用状況等を

調査

【取組方針３に対応】

駐車禁止規制緩和に

係る周知・啓発チラシの配布

令和3年3月実施予定

御池通周辺の事業者

荷捌き・配達の際に駐車禁止規制が緩和され

ている御池通を活用してもらえるよう，周辺の

事業者に対する啓発活動を実施

NEW

NEW

NEW



④ 令和２年度 主な取組内容
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◆ まちなか物流に関する
アンケート調査

◆ 駐車禁止規制緩和に係る
周知・啓発チラシの配布

◆ トラックドライバーに対する
WEB アンケート調査

＜WEBアンケート画面＞ ＜WEBアンケート画面＞ ＜配布チラシ＞

【回答数】 １７０
【主な設問内容】
・各店舗における納入・入荷状況
・まちなか物流の問題意識 など

【配布数】 １５０部程度
【配布対象】

令和元年度の物流実態調査の結
果，特に荷捌き車両の多かった細
街路に面するオフィスビル等

【回答数】 ２５０
【主な設問内容】
・配達が多い通り

・駐車規制緩和区画での協会ルー
ル（20分以内）の認知度 など
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⑤ 物流ＷＧ参画団体の新たな取組について

１ 内容 平成２９年度から導入している電動アシスト自転車

から，より高性能な電動アシスト自転車へ移行（令

和２年１０月より市内まちなか配送拠点に導入）

〇積載可能重量の増加（30キロ→120キロ）

〇ワンタッチで解除可能な牽引部分の台車

〇２つの前輪が連動して動く車体構成により安定

２ 取組効果
・作業効率の向上，積み替え作業の負担軽減 ・配送エリアの拡大
・女性や運転免許未保持者といった幅広い人材が活用可能
・環境に配慮した配送の実現

TRIKE CARGO
佐川急便（株）HPより

【【佐川急便】 高性能電動アシスト自転車を導入

【【京都府トラック協会】 駐車禁止緩和３エリアの周知・啓発

１ 内容

２ 配布時期

貨物集配中車両の駐車禁止規制が緩和されている3区画（※）
について，業界ルール（1回の駐車20分以内）を遵守し，有効

に活用いただきため，京都府トラック協会の会員に対し，周知・
啓発チラシを配布

（※）・御池通（堀川通～河原町通） 平成30年12月17日～
・五条通（川端通～五条陸橋入口） 令和2年2月21日～
・三条通（木屋町通～三条大橋西詰） 令和2年6月23日～

令和３年２月 チラシの他，トラック協会の会報誌でも周知

三条通（木屋町付近）

NEW

NEW



① 目的
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負のスパイラル

タクシーが交差点などで客待ちをし
ていると，利用者もそこで日常的に
乗降してしまう。
その結果，ますますタクシーは交差
点付近で客待ちをしてしまう・・・。

負のスパイラルから脱却！

「利用者」の
乗降マナーの低下

「乗務員」の
駐停車マナーの低下

どのように現状の改善を図っていくか・・・

タクシー駐停車マナー向上マネジメント

利用者に対する取組

「利用者」の乗降マナーの改善「乗務員」の駐停車マナーの改善

業界に対する取組
乗務員に対する取組

（３）タクシー駐停車マナー向上の取組



② 令和２年度 タクシー駐停車マナー向上 主な取組内容－１

取組名 期間 対象など 取組内容 取組主体

①乗務員及び運行管理
者向けアンケート調査

令和3年
１月12日（火）

～2月5日（金）

京都市域交通圏
のタクシー乗務
員及び運行管理
者

啓発リーフレットの配布やアン
ケート調査を通じて，駐停車マ
ナー向上を図る。

•京都タクシー業務セ
ンター

•京都市

②個人タクシー研修会で
のマナー啓発

令和3年
2月9日（火）

更新研修の対象
となった個人事
業者

更新研修会の場で啓発パンフ
レットを配布するなど，個人ド
ライバー対し，ルールやマナー
の意識付けを行う。

•近畿運輸局京都運
輸支局

• (一社)全国個人タク
シー協会近畿支部

③中心市街地重点路線
等クリア作戦

令和2年10月30日（金）
及び
令和3年１月29日（金）

四条通
(西大路通～祇園)

違法駐停車車両の指導・啓発
を行う。

•京都タクシー業務セ
ンター

•京都府警
•京都市

④横断幕の掲出
令和3年
1月12日（火）

～2月5日（金）

四条通：５箇所
京都駅八条口：

１箇所

タクシーマナー向上を呼びか
ける横断幕を設置し，乗務員・
乗客双方に対してマナー向上
を啓発する。

•京都市

27

NEW

【乗務員（タクシードライバー）に対する取組】

①乗務員及び運行管理者
向けアンケート調査 ③中心市街地重点路線等クリア作戦

④横断幕の掲出



③ 令和２年度 タクシー駐停車マナー向上 主な取組内容－２

取組名 期間 対象など 取組内容 取組主体

⑤タクシー車内での啓発

（都タクシーグループ車両内の
デジタルサイネージを活用し
た啓発）

令和3年
1月30日（土）

～2月28日（日）

都タクシーグループ
所有の車両（約500
台）

駐停車禁止区域等の情報をタ
クシー車内に掲出することで，
乗客に対して乗降マナーの周
知を図る。
※都タクシー以外は，ヘッドレ
ストにポスターを掲示

•都タクシー（株）
•京都市

⑥タクシー乗り場マップの作成 令和3年2月～
京都市内のタクシー
乗り場

市内タクシー乗り場を網羅的に
示したWEBマップを作成。今後
本市HP等上に掲載するなど周
知を図る

•京 都 タ ク シ ー 業
務センター

•京都市

⑦フリーペーパーを活用した啓発
令和3年
3月4日（木）発行

Ｌｅａｆ ｍｉｎｉ vol46号
（フリーペーパー）
京都市営地下鉄駅
構内等に配架（約5
万部）

フリーペーパーに記事を掲載
することで，幅広い層にタク
シー乗降マナーを周知する。ま
た，便利な配車アプリの利用に
ついても掲載

•京都市

28

NEW

NEW

【利用者（乗客）に対する取組】

⑤タクシー車内
での啓発

⑦フリーペーパーを活用した啓発⑥タクシー乗り場マップの作成



６．今後の取組方針について
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(1) まちなかへの車両流入抑制

• パークアンドライドの利用促進や公共交通の利便性向上など，公共交通優先の「歩く

まち・京都」の様々な取組により，市内まちなかには公共交通でという意識が市民や

観光客に浸透しつつある。

＜四条通の年間交通量 （P１３）＞

平成３０年 ５，３２２，２５６台 → 令和元年 ５，２１４，１０５台

→ 令和２年 ４，８４５，０４０台（平成３０年比 △４７７，２１６台 約９％減）

• 一方で，観光シーズンにおいて，四条通を運行する市バスの設定時間（１５分）を超

える月がある（P１５）など，継続的な車両流入抑制対策が必要である。

＜パークアンドライドやお得な公共交通情報の更なる発信＞

• 今年度から本格的に実施している，郊外の鉄道駅等に設置されたデジタルサイネー

ジを活用したパークアンドライドの利用促進の継続及び拡大を図る。

• パークアンドライド駐車場の割引やバス・鉄道のお得なチケット情報等，利用者に

とってインセンティブのある情報を，様々な媒体（HP，フリーペーパーなど）を用い，効

果的に発信し，公共交通の利用促進を図る。
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(2) 物流の整序化に向けた取組－１

＜① 商店街ごとの具体施策の聞き取りや好事例の共有＞

• 一方，商店街ごとの様々な御事情により，具体的な取組に至っていないケースもある

• また，昨今の社会情勢や物流を取り巻く状況変化により，新たな物流課題も生まれてい
る（コロナ禍における店舗形態の変化や物流における担い手不足など） 。

平成29年度
59.0%

令和2年度
63.8%

N=163
※無回答除く

• まずは，商店街から，現状の取組や課題，要望などを聞き取り，現状を把握するととも

に，他都市の好事例や，これまでのアンケート調査等から得られた知見を商店街に

フィードバックするなど，少しでも効果的な取組に繋がるよう調査・検討を進める。

Ｑ あなたは路上駐停車や路上荷捌き等の
物流問題の解決が必要だと思いますか？

• まちなかの商店店舗を対象とした

「まちなか物流に関するアンケート

調査」の継続的な実施（平成２９年

度～）により，物流課題の解決に

対する地域の商店店舗の理解が

深まっている。
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(2) 物流の整序化に向けた取組－２

＜② 各関係団体との連携による駐禁緩和区画の周知・啓発＞

• 物流ドライバーの働き方改革の一環として実施されている「貨物集配中車両の駐車禁止規

制緩和」については，御池通（H30.12.7～），五条通（R2.2.21～）の一部区画に続き，令和

２年６月２３日からは三条通の一部区間で実施されるなど，広がりを見せている。

• しかし，御池通周辺を対象に実施した物流実態調査や，京都府トラック協会や京都府警察

とと共同で実施した周知・啓発活動から，周辺で活動する物流事業者や商店店舗，オフィ

スビル等の事業者に駐禁緩和が十分認知されていないことがわかっている。

＜多様な主体の連携による地道な啓発活動の展開＞

規制緩和を有効に活用することは，物流事業者の負担軽減のみならず，まちなか物流の

整序化にも寄与するものであることから，引き続き，京都府トラック協会や京都府警察等関

係団体と連携し，物流ドライバーや荷主である商店店舗，周辺オフィスビル等の事業者に対

する周知・啓発の徹底を図る。
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(2) 物流の整序化に向けた取組-３

＜③ 荷捌き環境の更なる改善に向けた検討＞

• インターネット通販等の拡大や，巣ごもり消費需要増によ
る個人宅配個数の急増，また，それに伴うドライバー不
足など，近年，物流事業者を取り巻く環境が変化してい
る。

• 物流業界からは，安心して配達できる荷捌き環境が求め
られており，まちなかの限られた道路空間を活用した荷
捌き環境の改善が課題となっている。

• 令和２年８月に実施した，京都府トラック協会に所属する
トラックドライバーに対するアンケート調査では，御池通
のような駐禁緩和を希望する通りとして，河原町通（全体
の27.2％），烏丸通（23.6％），四条通（18.0％）の順にあ
がった。

京都府トラック協会と連携し，まずは，既存の規制緩和区画（御池通，三条通，五条通）

について，協会の推奨ルール（１回の駐車20分以内）を守り，有効に活用いただけるよう

ドライバーに呼び掛けるとともに，まちなかの道路の特性や，各通り時間帯別の利用実態，

まちなかで活動するドライバーの詳細なニーズ等を把握するための調査を行うなど，まち

なかの限られた道路空間のなかで，周辺交通に極力影響を与えない範囲で，どのような

対策が可能か，検討を進める。

＜宅配便取扱個数（全国）の推移＞

オフィスビル周辺での
荷捌きの様子

平成26年度

→令和元年度 約2割増



回答者数

3,025

3,440

3,138

3,652

2,475

61.5 

67.7 

71.5 

72.6 

79.2 

18.4 

18.6 

16.8 

17.6 

17.0 

4.4 

3.6 

3.5 

2.9 

3.1 

1.6 

1.6 

1.5 

1.2 

0.8 

14.1 

8.5 

6.7 

5.8 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成２８年度

平成２９年度

平成３０年度

令和元年度

令和2年度

そう思う ややそう思う あまり思わない 思わない 不明・無回答
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(3) タクシー駐停車マナー向上に向けた取組－１

＜ ① タクシー乗務員のマナー意識の定着＞

• 利用者アンケート（H30）の結果を踏まえマナーの向上に努めようと思う方は，この５年間で
増加傾向にある（１6.3％増加）など，これまでの継続的なアンケート調査や啓発活動により，
乗務員の駐停車ルール・マナー意識は定着してきている。

• 一方で，タクシー乗り場からぼはみ出しや，交差点やバス停付近での違法な客待ちは依然
として多く，市バスの運行や乗降にも悪影響を与えているという指摘も多くいただいている。

Q 利用者アンケート
（H30）の結果を踏
まえマナーの向上に
努めようと思います
か？

【利用者アンケート（H３０）】
・交差点やバス停付近でタ
クシーの乗り降りをしない
ようにしようと思う→93.4％
・乗り場以外で客待ちして
いるタクシーは使わないよ
うにしようと思う→85.5％

79.9% 96.2%

H28 R1+16.3%

「そう思う」「やや思う」

図 駐停車マナー向上への意欲

引き続き，関係機関と連携し，現地での違法駐停車車両に対する周知・啓発活動に取組

むとともに，タクシードライバーを対象とした研修会や講習会で，マナーやルールの遵守を

時呼びかけるなど，比較的意識の低いと思われる乗務員に対する働きかけも進める。

タクシー業務センターによる指導の様子



34

(3) タクシー駐停車マナー向上に向けた取組－２

＜② タクシー利用者への周知・啓発＞

• 平成３０年度に実施したタクシー利用者に対するアンケート調査では，回答者の半数以
上が駐停車ルールについて知らなかったと回答した。

• また，乗務員からは，利用者側へのルール周知や啓発活動を求める声があがっており，
乗務員だけでなく，利用者（乗客）に対するアプローチが必要である。

◆ 利用者啓発・マナーの向上を求める意見（抜粋）
 交差点内やバス停，横断歩道等で乗降しようとするお客様が

多い。（多数）

 駐停車違反と理解しているが，乗務員よりお客様の利用者心

理を考え，仕方なく対応することがある。（多数）

 利用者にも交差点内は駐停車禁止であることを周知・啓発活

動をして欲しい。

 利用者側にもマナー向上の取組をしていただきたい。

 利用者にも、乗降禁止場所のアピールをもっとすべき。

 一般の利用する側のお客様側にも、理解が出来るようにテレ

ビＣＭ等で宣伝すべきである。

もちろん知って

いた, 22.9%

一応，知ってい

た, 17.9%
知らなかった, 

56.6%

不明・無回答, 

2.6%

道路交通法への理解

もちろん知っていた

一応，知っていた

知らなかった

不明・無回答

n = 502

Q 交差点付近等や四条通・京都駅八条口での
駐停車ルールについて，ご存知でしたか？

出典：利用者アンケート（H30）

これまでのタクシー車内での周知・啓発に加え，近年普及が進む「タクシー配車アプリ」や

車内デジタルサイネージ等を活用するなど，タクシー利用者にルールを守って正しく乗降い

ただく取組を進める。

これまでの乗務員アンケート調査より抜粋
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(4) 更なるまちなかの賑わい創出を目指す取組

まちなかにおける商店街振興組合やエリアマネジメント団体などの地域団体が，国の支

援等を受けて実施する賑わい創出の取組とも十分に連携し，地域特性や社会情勢，社会

ニーズにあった，賑わいのある「歩いて楽しいまち」づくりを進める。

・ また，河原町蛸薬師商店街では，新型コロナウィルス感染拡大対策として設けられた道路

占用許可基準の特例緩和を活用し，路上でテラス営業を行うなど，道路空間を利活用した賑

わいの創出や地域の活性化に向けた取組（実証実験）が実施されている。

〇日 時：令和２年１０月１７日（土）～令和３年３月３１日（水）

（各日午後１時から午後８時まで ※車両通行禁止時間帯）

〇活動地域：蛸薬師通（河原町通から新京極通まで 約１７０ｍ）

・ 国では，「居心地が良く歩きたくなるまちなか」をコンセプトに掲げ，賑わいのあるまち

なかづくりに必要な法改正や予算・税制措置など施策を重点的に講じている。（例：道路

法改正：「歩行者利便増進道路」として指定されれば，カフェやベンチを設置する際の占

用制度を緩和（無余地性の基準除外，占用期間の延長など））

※令和2年11月25日には
寺町京極商店街でも実施

＜地域特性や社会ニーズにマッチした「歩いて楽しいまち」づくりの推進＞

蛸薬師商店街での実証実験の様子


